
 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

〈問合せ先〉  

さいたま市教育委員会 生涯学習部 生涯学習振興課 家庭地域連携係 

さいたま市浦和区常盤６－４－４  電話：０４８－８２９－１７０３ 

さいたま市では、全ての市立中学校と特別支援学校の生徒が職場

体験を行います。皆様の御協力をお願いいたします。 

DREAM 

 

この冊子は 2,000 部作成し、1 部あたりの印刷経費は 27 円です。 

ホームページで受入

れ事業所の紹介をし

ています！ 
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さいたま市教育委員会では、「世界と向き合い 未来の創り手として 輝き

続ける人」を目指す人間像とした「さいたま市教育ビジョン」を推進しており

ます。その基本的方向性の一つとして「グローバル社会で活躍できる豊かな人

間性と健やかな体の育成」をあげており、さいたま市中学生職場体験事業「未来
み ら

くるワーク体験」は、その具現化を目指す事業の一つとして充実に努めており

ます。 

本事業は子どもたちが社会人・職業人として自立していくことができるよう、

「キャリア教育」を一層推進する視点から、実施しております。令和元年度は、

延べ約３，０００か所の事業所等の御協力を得て、約９，８００人の中学生が

職場体験を行うことができました。 

皆様のおかげをもちまして、生徒たちからは「職場体験を通して、仕事では人

と協力することが大切だと思いました。」など、望ましい勤労観、職業観の成長が

伝わってくる声をたくさん聞くことができました。 

事業所等の皆様には、さいたま市の子どもたちが、働くことの大切さや素晴

らしさを、身をもって体験できますよう、本年度も生徒の受入れにつきまして

御協力をいただきますよう、お願いいたします。 

１ なぜ今 、「未 来
み ら

くるワーク体 験 」なのか 

○近年の産業・経済の構造的変化や、雇用の多様化・流動化等を背景として、

就職・進学を問わず児童生徒の進路をめぐる環境は大きく変化しています。 

これらを背景に、子どもたちが「生きる力」を身に付け、社会人・職業人と

して自立していくことができるようにするキャリア教育の充実が強く求めら

れています。 

○キャリア教育とは、「一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤と

なる能力や態度を育てることを通して、キャリア発達を促す教育」です。 

○職場体験は、勤労観、職業観の育成、学ぶことへの意義の理解と学習意欲の

向上等様々な教育的効果が期待され、現実に立脚した確かな認識をはぐくむ

上で欠かすことのできないものです。 

  

 

 

 

そこで 
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２ 「未 来
み ら

くるワーク体験」に期 待する効 果 

「未来
み ら

くるワーク体験」の実施により、以下のような効果を期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これら以外にも、「未来
み ら

くるワーク体験」を通して様々な効果が考えられま

す。例えば、事業所に対して生徒や保護者の理解が深まり、より結びつきが強

くなったり、あいさつが交わされる安全な地域づくりに貢献することができた

りします。 

１ 勤労観、職業観を育成す

ることができます。 

生徒は、「未来
み ら

くるワーク体験」を通して、

実際に仕事をしている人と接し、自分自身

も仕事を体験することで、働くことの意義

や目的を理解し、進んで働こうとする意欲

や態度などをはぐくむことができます。 

２ 新たな自分を発見する

ことができます。 

生徒は、「未来
み ら

くるワーク体験」を通して、

自分が役立つ存在であることを知り、自己

の新たな可能性を見付けることができま

す。 

３ 人間関係の大切さを実

感することができます。 

生徒は、「未来
み ら

くるワーク体験」を通して、

コミュニケーション能力を高めるととも

に、社会人としての基本的なマナーや言葉

遣いなどの社会的なスキルを身に付けるこ

とができます。 
 

４ 学校と社会をつなぐこ

とができます。 

生徒は、「未来
み ら

くるワーク体験」を通して、

学校での学習が社会でなぜ大切なのか、ど

のように役立つのか、実際に仕事をしてい

く上でどのように用いられるのかを知るこ

とができます。 

５ 職業生活や社会生活に
必要な知識、技術・技能
を学ぶことができます。 

生徒は、「未来
み ら

くるワーク体験」を通して、

職業で実際に用いられている知識、技術・

技能を学ぶことができます。また、実際に

働いている人たちの生活ぶりを見聞きする

絶好の機会でもあります。 
 



- 3 - 

３ 「未来
み ら

くるワーク体験」までの学校での指導 

さいたま市立の中・特別支援学校では、「未来
み ら

くるワーク体験」を充実

させるために、生徒が次のような学習活動例を経て、体験にのぞみます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

身近な人の 
職業調べ 

家族など自分の身近な人の職業についてインタビュ

ーし、その仕事の内容、喜びや苦労について理解する

学習。 

自分を知る 

友達との話し合いや進路適性検査などの結果を参考

に、自己の個性、能力適性などについて考える学習。 

職業調べ 

インターネットや職業調べソフトなどを活用して、

興味・関心のある職業の内容や就業過程について調査

する学習。 

職業人の講話 

実際に職業に就いている方をゲストティーチャーと

して招き、仕事に就くまでの体験や心構え、喜びや苦

労などを交えた「生き方」についての講話を聞く体験。 

学ぶこと・ 
働くこと 

人は、「何のために学ぶのか」「何のために働くのか」

その意義や目的について考え、学ぶことや働くことの

大切さについて考える学習。 

私の将来設計 

自分は、どのような職業に就いて何のために働きた

いかを考え、自分の将来を想定した進路設計を考える

学習。 

職業の世界 

多種多様な職業について調査する学習。また、地域

の事業所等について知る学習。 
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４ 「未来
み ら

くるワーク体験」の受入れ体制（例） 

「未来
み ら

くるワーク体験」の受入れ体制は、この例を参考にお願いいたします。 

 

５ 「未来
み ら

くるワーク体験」受入れ時の確認ポイント  
「未来

み ら

くるワーク体験」の受入れ時に、以下の点について学校と確認

をお願いいたします。 

□ 「未来
み ら

くるワーク体験」の趣旨 

□ 体験日時 

□ 体験生徒の学年と人数 

□ 受入れ生徒に関する情報（個人情報の扱いに御注意ください。） 

□ ３日間の体験スケジュール 

□ 保菌検査等の必要性の有無 

□  体験生徒との事前打合せの方法 

□ 体験生徒の交通手段・昼食の方法 

□ 雨天時や降雪時の活動 

□ 緊急時の対応 

□ 新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策 

学校地域連携

コーディネーター 

校 長 

学校担当者 

体験生徒 

事業所の代表 
の方 

事業所の担当 
の方 

全体の監督 

窓口担当 

学校と確認 

部署担当 

体験スケジュール

や体験内容の検討 

現場担当 

受入れ準備 

生徒への指導 
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５-1「未来
み ら

くるワーク体験」における新型コロナウイルス感染症対策について 

さいたま市立の中・特別支援学校では、新型コロナウイルス感染症対策とし

て以下の内容について生徒へ指導しています。つきましては以下の内容に加え

て、貴事業所における感染症対策を踏まえていただき、受入れ決定前に学校と

協議をしてください。 
学校での指導事項につきましては、さいたま市 HP に完全版を掲載しており

ますので、御一読いただきますようお願いいたします。

https://www.city.saitama.jp/003/002/016/p096705_d/fil/atarashiiseikatsuyoushiki.pdf  
参考 
さいたま市教育委員会 「新型コロナウイルス感染症に対応したさいたま市学校教育活動実施 

マニュアル～『学校の新しい生活様式』～（2023.4.1 第 7 版）」※一部抜粋 

＜集団感染のリスクへの対応＞ 

新型コロナウイルス感染症では、 

・換気の悪い密閉空間 

・多数が集まる密閉場所 

・間近で会話や発生をする密閉場面 

という３つの条件（３つの密（密閉、密集、密接））が重なる場で、集団リスクが高まるとされて

います。この３つの条件が同時に重なる場を避けることはもちろんですが、３つの密が重ならな

い場合でも、リスクを低減するため、できる限りそれぞれの密を避けること（ゼロ密）が望まし

いとされています。 
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基本的な感染症対策に関すること 

（１）感染源を絶つ  

ア 発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、児童生徒や教職員についても自

宅で休養することを徹底する。 

イ 感染が拡大している場合などには、必要に応じて体温記録票を用いて登校前の検温を行う。 

ウ 学校生活全般を通じて行う健康観察を徹底し、発熱または風邪の症状等がみられる場合に

は、別室に待機させるとともに、速やかに保護者へ連絡し、自宅で休養させる。（なお、保

健室については、外傷や心身の不調など様々な要因で児童生徒が集まる場所であるため、

発熱または風邪の症状等のある児童生徒が他の児童生徒と接することの無いようにする。） 

（２）感染経路を絶つ  

ア 手洗い 

外から教室に入る時やトイレの後、給食（昼食）の前後など、こまめに手を洗うようにす

る。 

イ 咳エチケット 

感染症を他者に感染させないために、咳、くしゃみをする際、ティッシュ・ハンカチや、

袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえるようにする。 

ウ 清掃・消毒 

通常の清掃活動とは別に、消毒作業を別途行うことは感染者が発生した場合でなければ基

本的に不要であり、通常の清掃活動による清潔な環境を保つことが重要である。 

このため、下記の「普段の清掃・消毒のポイント」を参考としつつ、通常の清掃活動を中

心にポイントを絞って消毒の効果を取り入れるようにする。 

エ 換気の徹底 

・必ずしも窓を広く開ける必要はないが、気候上可能な限り、2 方向の窓を同時に開けて常

時換気に努める。常時換気が困難な場合は、こまめに（30 分に 1 回以上、少なくとも休

み時間ごとに）数分間程度、窓を全開にする。その際、２方向の窓（対角）を同時に開け

る。ただし、室温に注意し、必要に応じ、児童生徒の服装についても配慮する。 

・夏季においては、熱中症対策を優先し、授業中の室温が高温にならないよう注意する。 

・冬季においては、冷気が入り込むため窓を開けづらい時期だが、空気が乾燥し、飛沫が飛

びやすくなることや、季節性インフルエンザが流行する時期でもあるため、徹底して換気

に取り組むことが必要である。その際、室温低下による健康被害が生じないよう、温かい

服装（上着）の着用などについて柔軟に対応する。 

・体育館のような広く高い天井の部屋でも、換気に努める。 

（３）抵抗力を高める  

身体全体の抵抗力を高めるため、「十分な睡眠」、「適度な運動」及び「バランスの取れた食事」 

を心がけるように指導する。 
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６ 「 未 来
み ら

く る ワ ー ク 体 験 」 実 施 の 流 れ 

 

 

 

 

 

・文書等による事業所等への受入れ

の依頼 

・「未来
み ら

くるワーク体験」の趣旨と

目標の説明 

・新型コロナウイルス感染症対策に

関わる事項の共通理解 

 

 

・事業所等への訪問 

 

 

 

・体験生徒の人数等の情報の提供 

・体験に当たっての留意点の確認 

 

 

・体験生徒の紹介 

（注）生徒自身や家族が体調不良の

場合は参加しません。 

 

 

 

 

 

・学校からの依頼文書等の受理 

・「未来
み ら

くるワーク体験」の趣旨の

共通理解 

・体験内容の検討 

・新型コロナウイルス感染症対策に

関わる事項の共通理解 

 

 

・日程の調整 

・受入れの承諾 

 

 

・学校からの確認事項への回答 

・保菌検査等の必要性の有無 

 

 

・担当者の紹介 

・体験内容とスケジュールの確認 

 

（１） 学校から「未来
み ら

くるワーク体験」受入れの依頼があります。 

（２） 事業所等から、学校に受入れ承諾の連絡をしてください。 

（３） 学校から詳細な情報が送付されます。 

事業所等からは確認事項へ回答をお願いいたします。 

（４） 事前打合せを実施します。 

（学校担当者や体験生徒が、事業所等を訪問します。） 

 学 校   事業所等  
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・趣旨の指導の徹底 

・体験先に関する情報収集 

・服装、態度、マナー、あいさつ、

話し方の指導 

・自己紹介等の指導 

・安全指導（新型コロナウイルス感

染症対策を含む） 

 

 

・活動状況の視察 

（注）生徒自身や家族が体調不良の

場合は参加しません。 

 

 

 

・礼状作成指導 

・アンケートの受領 

・「未来
み ら

くるワーク体験」生徒報告

会の実施 

 

 

 

 

 

 

 

・出勤時間、出勤方法、服装、昼食

の確認 

・受入れ体制の確認 

・体験内容とスケジュールの確認 

・守秘義務、情報管理、衛生管理の

確認 

 

 

 

・活動状況視察の受入れ 

(注)日程・時間の確認をお願いし

ます。 

 

 

 

・アンケートへの記入 

・「未来
み ら

くるワーク体験」生徒報告

会への参加協力 

（５） 学校にて生徒への事前指導を実施します。 

事業所等は受入れの準備をお願いします。 

（６） 「未来
み ら

くるワーク体験」を実施します。 

 

 学 校   事業所  

 
（７） 事後指導への御協力をお願いします。 
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７ 「未来
み ら

くるワーク体験」スケジュール作成にあたり 

（１）中学生にも任せられる仕事内容の検討をお願いいたします。 

（２）できるだけ幅広く仕事を体験させてください。 

（３）危険を伴う作業は避けてください。また、重要な情報や秘密を扱

う活動にも御注意ください。 

８ 「未来
み ら

くるワーク体験」生徒 への接し方 

（１）仕事の大切さやすばらしさを教えてください。 

○ 体験する仕事について、手順等の指導をお願いいたします。 

○ できる限り生徒に仕事を任せてください。 

○ 働くことの大切さや喜びを話してあげてください。 

（２）社会の一員としてのあり方を教えてください。 

○ 仕事に対して責任を果たそうと努力したときは、大いにほめて

ください。 

○ 仕事に対して無責任なときや、態度が悪いときは指導をお願い

いたします。 

○ 社会の一員としてのマナーや礼儀の大切さの指導をお願いいた

します。 

 

 

９ 「未 来
み ら

くるワーク体 験 」スケジュール例 



- 10 - 

 

 
販 売 業 製 造 業 幼稚園・保育園 

一 

日 

目 

午 

前 

○オリエンテーション 
○店舗内案内 
○あいさつ、接客マナーの

講習 

○オリエンテーション 
○社内案内 
○業務概要の説明 
○あいさつ、態度、返事の

指導 

○オリエンテーション 
○園内案内 
○担当教諭等の紹介 
○受け持ち学級の参観 

午 

後 

○清掃 
○在庫整理 
○反省会 

○商品取り扱い、留意点の

指導 
○清掃 
○反省会 

○遊びの指導補助 
○清掃 
○教材準備 
○反省会 

二 

日 

目 

午 

前 

○安全確認 

○清掃 

○商品パック詰め作業 

○ラベル貼り作業 

○安全確認 

○清掃 

○製品の箱詰め作業 

○打合せ 

○園児の活動観察 

○製作活動の指導補助 

○昼食指導 

午 

後 

○商品チェック作業 

○レジのアシスタント 

○反省会 

○出荷準備の手伝い 

○製造工程作業 

○反省会 

○行事補助 

○清掃 

○教材準備 

○反省会 

三 
日 

目 

午 
前 

○安全確認 

○清掃 

○棚卸作業 

○安全確認 

○清掃 

○製造工程作業 

○打合せ 

○園児の活動観察 

○歌、ゲームの指導補助 

○昼食指導 

午 

後 

○品出し作業 

○接客 

○３日間の振り返り 

○製品チェック作業 

○３日間の振り返り 
○絵本の読み聞かせ体  

 験 

○お別れ会 

○３日間の振り返り 
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１０ 「 未 来
み ら

く る ワ ー ク 体 験 」 Q ＆ A 

Ｑ.体験先にはどのように依頼があるのですか？ 

Ａ. 学校から事業所等に直接依頼がある場合や、商工会議所等の事業所団

体から依頼がある場合があります。また、保護者や生徒から依頼がある

場合もあります。 

Ｑ.体験期間はどれくらいですか？ 

Ａ. 実施期間は、連続した３日間で行っています。職場体験の日数は、で

きる限り３日間をお願いしたいのですが、貴事業所で可能な日数で結構

です。なお、令和４年度につきましては、学校との調整により１日や２

日になることがあります。 

Ｑ.何人くらいの生徒が体験に来るのですか？ 

Ａ. 学校や体験する事業所等によって体験生徒の人数は異なります。事前

に学校の担当者と受入れ可能人数について打ち合わせをしてください。

受入れに御協力いただける場合にも、過度の御負担にならない範囲で、

御協力をお願いいたします。 

Ｑ.体験時の始業、終業はどうすればよいのですか？ 

Ａ. 授業の１時間目の開始時間と６時間目の終了時間を目安に、学校の学

習時間に沿って実施することを原則としてください。体験生徒の体力へ

の御配慮もお願いいたします。なお、令和４年度につきましては、学校

との調整により活動時間が短縮されることがあります。 

Ｑ.学校と連絡が取れる時間帯はいつですか？ 

Ａ. 学校によって異なりますが、概ね８時から１７時です。営業時間等

の御都合で電話での御連絡が難しい場合は、メールやFAX等、他の連絡

手段での御連絡をお願いいたします。 
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Ｑ.生徒の活動の様子を事業所の HP 等に掲載してもよいので

すか？ 

Ａ. HP等のWEBサイトに掲載する前に、生徒の写真等の掲載について学校

と確認していただきますようお願いいたします。 

Ｑ.けが等の事故が発生した場合の保険は事業所等で加入する

必要があるのですか？ 

Ａ. 生徒の体験活動中のけが等については、「日本スポーツ振興センター」

の保険での対応となります。一部生徒は任意の保険にて対応となること

があります。このほか、さいたま市教育委員会が、体験生徒全員を対象

に賠償責任保険に加入しています。万が一、生徒が事故等により負傷し

た場合には適切な応急処置及び学校への連絡をお願いいたします。 

Ｑ. 受入れ中に生徒の新型コロナウイルスへの感染等が判明し、

営業ができなくなった場合の保険や補償はありますか？ 

Ａ. 感染症等、病気に起因する補償（営業補償等）はございませんので、

御了承ください。なお、体験活動中に体調不良を起こした生徒が出ま

したら体験活動を中止していただき、別室で待機させ、学校へ御連絡

ください。 

Ｑ.新型コロナウイルス感染症への対策として学校はどのよう

なことをしていますか？ 

Ａ.「新型コロナウイルス感染症に対応したさいたま市学校教育活動実

施マニュアル～『学校の新しい生活様式』～（2023.4.1 第 7版）」に

即して感染症対策を行っています。未来
み ら

くるワーク体験実施時は、生

徒自身や家族が体調不良の場合は参加しません。 
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Ｑ.生徒の細菌検査（検便）の結果や新型コロナウイルスの陰性

証明が欲しいのですが、対応できますか？ 

Ａ. 細菌検査につきましては対応可能ですが、新型コロナウイルスの陰

性証明につきましては対応できないことがありますので、予め学校に

御相談いただきますようお願いいたします。 


